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基本的考え方
• 給付付き税額控除には、「児童税額控除」、「勤労税額控除」、「社会保険料負担
軽減税額控除」、「消費税逆進性対策税額控除」の４つの類型

• 喫緊の課題である少子化対策を念頭に、子育て家庭への経済支援としての児童
税額控除を、児童手当と役割分担しつつ導入

• あわせて所得控除を税額控除に変えることにより所得再分配効果が高まる（低
所得者層の負担の軽減）

• 税収中立が原則。財源は扶養控除/配偶者控除の縮小。
• 児童手当は幅広い制度で4半期ごと給付、児童税額控除は、子育て家庭への経
済支援策として児童数に応じて年１回給付、とすみ分ける

具体案
• 扶養控除/配偶者控除をそれぞれ20万円縮減する
• 課税所得200万円（妻子2人で給与所得600万円強）以下で、２３歳未満の扶養
親族をもつ納税者に、扶養親族一人あたり5万円の税額控除を与え、年末調整
（自営業者は確定申告）時に税額控除する

• 税額控除しきれない納税者と非納税者については、市町村の児童手当担当部署
から給付（還付）を行う

試算
厚生労働省『国民生活基礎調査』（平成１６年）の個票を用いて、所得分布の変化
と改革の便益の分布を推計した



税額

収入（万円）

0

給付

①現行（325万円）

②変更後

③給付つき

325 600

減税

増税

控除を削減すると、真ん中の点線（赤
色）は上方（黒色）にシフト（増税）。収
入６００万円以下の世帯に、税収中
立で一人当たり５万円の税額控除を
給付すると、実線のライン（青色）に
シフト。減税できない部分については、
市町村（児童手当担当部局）から給
付。

コンセプト図（標準世帯）

給付



設計案
• 配偶者控除・扶養控除をそれぞれ２０万円削
減（３８万円から１８万円に。特定は６３万円か
ら４３万円、老人は４８万円から２８万円に）

• 課税所得2００万円(夫婦子2人標準世帯で600
万円強の収入）以下で、２３歳未満の扶養親族
をもつ納税者に、扶養親族数に応じた税額控
除。税額控除額が所得税額を上回る場合は還
付あり

• 税収中立では、税額控除は該当者1人当たり
約５万円



扶養控除・配偶者控除の便益（負担）の変化
（全世帯の平均、所得階級別）

・もともと扶養控除・配偶者控除などの所得控除は、（所得階層１７まで）逆進的

・所得控除を削減し税額控除を与えることにより、低所得層（階層１～１５）の便
益を増加、高所得層（階層１６～２０）の便益が減少

・全世帯においては、改革により増税になる世帯は32.3％、減税（還付含む）に
なる世帯は21.5％

等価世帯所得（可処分）別の平均
扶養控除＋税額控除による便益
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扶養・配偶者控除による便益(改革前）

扶養・配偶者控除20万減額＋税額控除（所得制限200万）

所得階級１５（４人世帯の場合、
可処分所得が約672万円）

出所：阿部（2008）厚労科研費補助金研究事業「低所得者の実態と社会保障のあり方に関する研究」

以下の図はすべて、出所：阿部（2008）厚労科研費補助金研究事業「低所得者の実態と社
会保障のあり方に関する研究」による



等価世帯所得（可処分）別の平均
扶養控除＋税額控除による便益

児童（２３歳未満）のある世帯に限った場合
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扶養・配偶者控除による便益(改革前）

扶養・配偶者控除20万減額＋税額控除（所得制限200万）

所得階級１６（４人世帯の場合、
可処分所得が約737万円）

対象を有子世帯に限った場合
（有子世帯の平均、所得階階級別）

・改革前と改革後の便益の変化が、より明確

・所得階層１６（夫婦＋子二人の場合、おおよその可処分所得740万円）から増税。
（所得階層１６以上の世帯は有子世帯の２５％）

注：有子世帯は全世帯の1/3ほどなので、有子世帯の中だけでは税収中立ではない



子ども１人世帯の場合
等価世帯所得（可処分）別の平均
扶養控除＋税額控除による便益
子どもが１人の世帯に限った場合
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扶養・配偶者控除による便益(改革前）

扶養・配偶者控除20万減額＋税額控除（所得制限200万）

所得階級１３（４人世帯の場合、
可処分所得が約567万円）

・子どもがいる世帯全体（前スライド）に比べ、便益が少ないが、それでも、低所
得層（階層１３まで）でも便益がプラス



対象を高齢者世帯に限った場合
等価世帯所得（可処分）別の平均
扶養控除＋税額控除による便益
高齢者世帯に限った場合
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所得階級8（２人世帯の場合、
可処分所得が約268万円）

・「65歳以上の高齢者と未成年の子のみ」のケースは、ほとんどが高齢者のみ
なので、改革による便益はない

・所得階層８（二人世帯の場合、おおよその可処分所得２６８万円）から負担が
増加するが、高齢者世帯の６割は所得階層８以下
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